
 

遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県外のスポーツ団体の合宿誘致を推進し、本町スポーツ関係団

体又は町民等と交流することにより、本町のスポーツ競技技術力の向上、スポーツ

振興及び地域の活性化を図るため、町内の宿泊施設を利用して合宿したスポーツ団

体に補助金を交付することについて、遊佐町補助金交付に関する規則（昭和４４年

規則第７号。以下「規則」いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） スポーツ団体 高校生以上が所属する運動部・運動団体 

（２） 宿泊施設 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条で規定する旅館・

ホテル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設で本町に存する施設（ただし、キャン

プ場等は除く。） 

（３） 参加者 選手及び指導者等（部長、監督、コーチ及びマネージャー等） 

（４） 延べ参加者数 宿泊施設に宿泊した参加者の人数に当該宿泊日数を乗じた

数 

（５） 合宿 宿泊施設に宿泊し、町内又は町内に近接する市町で行う運動競技の

練習 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、県外のス

ポーツ団体とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、参加

者の合宿に要する経費とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 合宿期間中に１回以上、本町スポーツ関係団体、町民若しくは町内の保育

園、幼稚園、小学生、中学生又は高校生等とスポーツを通じた交流を図ること。 



 

（２） 宿泊施設に連続して２泊以上宿泊すること。 

（３） 延べ参加者数が１０人以上であること。 

（４） 町から本補助金以外の補助金の交付を受けていないこと。 

２ 本補助金以外に合宿への補助金及び寄付金等の収入がある場合は、前項の補助対

象経費経費より差し引いた額を補助対象経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１を乗じた額（その額に１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）又は１５０，０００円のいずれ

か低い額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請は補助対象者につき年度内１回限りとし、規則に定める補助金等交付申

請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業開始の２０日前までに、町長に提出し

なければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 合宿参加者名簿 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 町長は前条による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し適当

と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、速やかに遊佐町スポー

ツ合宿誘致事業補助金決定通知書（様式第１号）により、申請者に通知するものと

する。 

（実績報告） 

第８条 補助対象事業が完了したときは、遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金実績報

告書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了後１５日

を経過する日までに、町長に提出しなければならない。 

（１） 事業報告書 

（２） 収支決算書 



 

（３） 合宿参加者名簿 

（４） 補助対象経費の支払が完了したことが確認できる書類 

（５） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第９条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に交付するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



 

様式第１号 

第    号 

 年 月 日 

 

 

          様 

 

 

遊佐町長             印 

 

 

 

遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金 決定通知書 

 

 年 月 日付けで申請のあった標記補助金については、下記のとおり決定したので通知

いたします 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額                円 



 

 
様式第 2号 

 年 月 日 

 

 

遊佐町長          殿 

 

 

住所 

団体名 

代表者               ㊞ 

 

 

 

遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金 実績報告書 

 

 

 

 年 月 日付け 第  号で交付決定があった標記補助金について、遊佐町スポーツ合

宿誘致事業補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて実績を報告します。 

 

 


